
 

1 
 

 

   （令和８年度税制改正に伴う） 

白岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要（案）                                                                                                                             

   

１ 改正の理由  

  地方税法施行令の一部を改正する政令（以下「一部改正施行令」とい

う。）が令和７年度末頃に改正が予定され、一部の規定について、令和８

年４月１日に施行されることが見込まれることから、一部改正施行令が

施行された場合に、白岡市国民健康保険税条例の一部改正を行うもので

ある。  

 

２ 改正の概要  

 ⑴ 国民健康保険税賦課限度額の改正（第２条関係）  

   地方税法施行令で定められた額と同額とする。  

   （基礎課税分限度額     ：６６万円⇒６７万円）  

   ■国民健康保険税賦課限度額比較表■  

 区  分  改  正  前  改  正  後  

 基礎課税分（医療分）  ６６万円  ６７万円 

 後期高齢者支援金等分  ２６万円 ２６万円 

 介護納付金分  １７万円  １７万円  

 合   計  １０９万円  １１０万円  

    ※ 子ども・子育て支援金課税額に係る賦課限度額については、

令和８年度予算措置を前提に、所要の措置が講じられる。  

⑵ 国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得の基準の改正（第２  

０条関係）  

ア ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保  

険者数等の数に乗ずべき金額を現行の３０万５千円から３１万円

に引き上げる。  

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保  

険者数等の数に乗ずべき金額を現行の５６万円から５７万円に引き  

上げる。  
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■国民健康保険税軽減判定所得基準額比較表■  

 区  分  改  正  前  改  正  後  

 ５割軽減世帯  

（被保険者数に乗じる額）  
３０万５千円  ３１万円  

 ２割軽減世帯  

（被保険者数に乗じる額）  
５６万円  ５７万円  

 

 

３ 施行期日及び適用区分 

⑴ 施行期日 

令和８年４月１日（見込） 

 ⑵ 適用区分 

   改正後の白岡市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度までの国民健康

保税については、なお従前の例によるものとし、適用区分を明確にす

る。 

 


